
 

～１２月期の勤勉手当の減額が回避されました！～ 
大学当局関係者のご努力に感謝します。ただし、名大では期末手当も減額回避です。 

が、、、来年１月から退職金が大幅に下がってしまう！？ 
職員組合は団体交渉を要求しました 

	 国家公務員の退職金を引き下げる法律の成立（１１月１６日）を受けて、岐阜大学でも退職金を	 

引き下げる就業規則改定案が提示されました。国家公務員の場合と同様に、平成２５年（２０１３年）	 

１月から段階的に引き下げていき、平成２７年（２０１５年）以降に退職する職員の退職金は、現在の	 

水準よりも数百万円減額されてしまうという内容です（裏面の資料を参照してください）。	 

	 職員組合は、以下のような要求事項について、１１月２２日に団体交渉を申し入れました。	 

・合理的な理由がなく、また、職員に対する十分な周知や職員の同意がない状況で退職金引き下げを	 

	 実施することは、一方的な不利益変更にあたるので、行わないこと。	 

・希望する職員全員が参加できる日時と場所を設定して、退職金に関する説明会を早急に開催すること。	 

・希望する職員全員に、退職金見込み額を書面で提示すること。	 

	 １２月４日に団体交渉に向けた事務折衝を行いました。	 

	 まず、１２月１２日前後に第１回目の団体交渉を行うことを合意しました。	 

	 退職金を引き下げる「理由」として、「国立大学法人職員の給与は国家公務員に準拠するという平成	 

１６年の通知がある。国家公務員よりも高い水準の退職金は文科省に請求できない。もし国家公務員より

も高い水準の退職金を支払う場合は、差額を大学独自で補填しなくてはならないが、それは難しい。	 

“ない袖はふれない”」「官民格差の是正」という２点が法人側から出されました。それに対して組合から	 

は、「重大な不利益変更を伴う規則改正を拙速に行うことは認められない。合理的な理由と内容を職員に	 

説明すべき」「もともと岐阜大学職員は国家公務員よりも給与水準が低い。さらに下げると、官民格差	 

是正どころか、逆に民間よりも低い水準になってしまう」「労働条件は、労使の交渉で決めるという	 

原則から外れている」という意見を述べました。	 

	 職員に対する説明については、法人側から「希望する職員へ退職金の試算を文書で通知する用意がある」	 

という回答を得ました。全体説明会については、法人側からは難色を示されましたが、組合からは	 

「職員にきちんと説明すべき」と開催を要求しました。団体交渉で再度要求します。	 

	 また、今年度引き下げた給与の返還を求める団体交渉要求書をこの場で提出し、受理されました。	 

その際に、「今年度の運営費交付金が満額配分されるのか引き下げされるのかについての情報は、	 

岐阜大学には入っていない」「勤勉手当の減額を回避するために、学長が各方面に働きかけて財源を工面	 

したらしい」という情報を得ました。	 

	 職員組合は今後、過半数代表とも連携して、給与・退職金引き下げ問題に対応していきたいと思います。	 
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【資料】	 

	 

	 	 	 ＜規則改訂案＞	 

	 

	 

	 

＜退職金減額の例（職員組合が試算しました）＞	 

	 

＊勤続年数３５年、定年退職する教育職員（教授）、事務職員（課長補佐）の退職金をそれぞれ、	 

３６００万円、２４００万円と想定して、試算した結果	 

	 

平成２５年３月に退職する場合（１０４／１００→９８／１００）	 

	 教育職員：現行３６００万円→減額後３３９２万円（２１０万円減）	 

	 事務職員：現行２４００万円→減額後２２６１万円（１４０万円減）	 

	 

平成２６年３月に退職する場合（１０４／１００→９２／１００）	 

	 教育職員：現行３６００万円→減額後３１８５万円（４１５万円減）	 

	 事務職員：現行２４００万円→減額後２１２３万円（２７７万円減）	 

	 

平成２７年３月に退職する場合（１０４／１００→８７／１００）	 

	 教育職員：現行３６００万円→３０１１万円（５８９万円減）	 

	 事務職員：現行２４００万円→２００７万円（３９３万円減）	 

	 

＊職員組合のホームページにも資料がアップされています。	 


